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現業職員の給与に関する規則等の一部改正について

現業職員の給与に関する規則（昭和32年鳥取県教育委員会規則第９号）等の一部改正に

ついて別紙のとおり提出します。
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現業職員の給与に関する規則等の一部改正について

１ 規則の改正理由

職員の育児休業等に関する条例等の一部が改正され、育児短時間勤務制度が導入にされたこと等に伴い、所

要の改正を行う。

２ 規則案の概要

(１) 育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務をしている現業職員の給料月額について所要の規定

の整備を行う。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

施行期日は、平成20年４月１日とし、(２)については、平成18年４月１日から適用する。



現業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則案

（現業職員の給与に関する規則の一部改正）

第１条 現業職員の給与に関する規則（昭和32年鳥取県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（昇給等の基準） （昇給等の基準）

第３条 略 第３条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年 ６ 地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間

法律第110号）第10条第３項の規定により同条第１ 勤務の職を占める職員の給料月額は、前３項の規定

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員 にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤

（同法第17条の規定による短時間勤務をすることと 務割合を乗じて得た額とする。

なった職員を含む。）及び地方公務員法第28条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給

料月額は、前３項の規定にかかわらず、これらの規

定による給料月額に、勤務割合を乗じて得た額とす

る。

（現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成18年鳥取県教育委員会規則第２号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１～７ 略 １～７ 略

８ 前項の規定の適用を受ける職員に対する新給与規 ８ 前項の規定の適用を受ける職員に対する新給与規

則第４条及び第６条の規定の適用については、退職 則第４条及び第６条の規定の適用については、退職

手当に係る部分（職員の退職手当に関する条例等の 手当に係る部分を除き、額の算出の基礎とする給料

一部を改正する条例（平成18年鳥取県条例第45号） 月額は、前項の規定による給料月額とする。

附則第２項及び第４項に規定する施行日の前日に受

けていた給料月額に係る部分を除く。）を除き、額

の算出の基礎とする給料月額は、前項の規定による

給料月額とする。

９ 略 ９ 略

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行し、第２条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の一部

を改正する規則附則第８項の規定は、平成18年４月１日から適用する。


